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D-546 胃・十二指腸ファイバースコピー（原発性胆汁性胆管炎） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、「原発性胆汁性胆管炎」のみの病名に対する胃・十二指腸

ファイバースコピーの算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 原発性胆汁性胆管炎では、上部消化管病変の合併が疑われなければ上部

消化管内視鏡検査の適応はないと整理した。 

 


